
 
 
 
厚木飛行場周辺における航空機騒音防止及び
安全対策等の推進に関する要望書 

 
 
 
 
在日米海軍厚木航空施設司令官 

   エリック Ｗ．ガードナー大佐  殿 
 
        
 
            
 
平成２１年１１月４日 

 
 
 
 
             東  京  都  知  事        

  
 石 原 慎 太 郎    

  
 
                町 田 市 長         

 石 阪 丈 一    
 



 
  東京都と町田市は、厚木飛行場からの航空機騒音の影響

を把握するため、昭和６１年以降、毎年騒音調査を実施し

ています。 

平成２０年度の騒音調査結果（別添）によると、町田市

内における厚木飛行場からの航空機騒音は、環境基準指定

地域内の１０地点全てで環境基準に適合しました。これ

は、測定を開始して以来、初めてのことです。また、昨年

度はＮＬＰが実施されず、地域住民から寄せられる航空機

騒音に対する苦情も、幸いなことに大きく減少しました。

地元自治体としては、このような状況が続くことを望んで

いるところです。しかしながら、今年度は、５月には２３

時過ぎの深夜時間帯、９月には大型連休中に航空機騒音が

発生したこと等により、地域住民からの苦情は増加傾向と

なっています。 

  貴職におかれましては、航空機騒音や事故に対する地域

住民の不安を解消するため、厚木基地におけるＮＬＰを引

き続き実施しないよう、また、航空機の運用にあたっては、

地域住民の生活環境に配慮し、下記事項に対処して、今後

とも継続して環境基準が達成されるよう騒音を抑制する

とともに、安全確保を徹底されるよう要望します。 

 

 

 



記 

 

１ 騒音防止対策を推進すること。 

（１）「厚木飛行場周辺の航空機の騒音軽減措置」に関す

る日米合同委員会の合意事項を遵守し、飛行回数を

極力減少させること。 

（２）22 時から６時までは、飛行を行わないことを徹底

するとともに、６時から８時まで、12 時から 13 時ま

で及び 18 時から 22 時までの間も極力行わないこと。

また、土曜日、日曜日、日本の祝日、盆及び年末年始

並びに入学試験など地元の特別な行事の際には、全面

的に飛行を中止すること。 

（３）市街地上空では、低空飛行や旋回飛行を行わないこ

と。また、エンジン出力を最小限にし、騒音を最も低

く抑えた方法での飛行とすること。 

（４）航空機の低騒音化の技術開発を促進するとともに、

低騒音機を使用すること。 

 

２ 安全確保を徹底すること。 

（１）機体整備を万全に行い、墜落、不時着、部品落下な

どの事故の発生を防止すること。 

（２）市街地上空での急旋回、編隊飛行などの危険を伴う

飛行を行わないこと。 



３ 操縦士の教育を徹底すること。 

（１）操縦士に対し、周辺に多大な被害を及ぼしている航

空機騒音問題及び安全確保の徹底について十分な教育

を行うこと。 

（２）厚木飛行場に飛来する他基地所属の部隊の操縦士に

ついても前記の教育を行うこと。 

 

４  広報広聴活動を推進すること。 

（１）計器誘導着陸訓練（ＧＣＡ）に関する情報をはじめ、

訓練内容、飛行コースなど、飛行に関する情報を適時・

的確に提供すること。 

    また、地域住民に影響を及ぼすような特別な訓練や

深夜の飛行など、通常と異なる飛行の実施に関する情

報を事前に提供すること。 

（２）訓練などに関する地域住民からの問い合わせに対

し、２４時間対応可能な窓口を設置すること。 

（３）米軍自らが行っている航空機騒音防止対策について

明らかにすること。 


